
議提議案第２号 

 

集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書 

 

昨今、アジア太平洋地域における弾道ミサイルに関する脅威や領土等をめぐる緊

張が高まるなど、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増している中で、

政府内において集団的自衛権の行使を容認するための動きが加速されている。 

集団的自衛権とは、政府解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武

力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権

利」である。この間の歴代政権は「憲法上、集団的自衛権の行使は認められない」

と国会で繰り返し公式見解としてきた。 

内閣による憲法解釈について、内閣自らが諸情勢の変化と、それから生じる新た

な要請を考慮し、変更する余地があることは、法令解釈の基本に照らし否定するも

のではない。 

しかしながら立憲主義及び法治主義の見地から、その余地は従来の解釈との論理

的整合性が図られる範囲内に限定され、内閣が便宜的、意図的に変更することは許

されるものではない。 

よって、本市議会は、国会と政府において、集団的自衛権行使の憲法解釈につい

ては、内閣として決定する前に、十分な国民的論議を尽くすべきであり、国会での

慎重な審議を尽くされることを強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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